中京参考資料1
年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
被験者への支払いに関する資料


記
	治験薬
	

	治験実施計画書番号
	

	治験課題名
	

	治験依頼者
	

	治験実施医療機関
	独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院



１．被験者負担軽減費
治験参加に伴う交通費などの負担軽減費を目的として、被験者負担軽減費を治験依頼者が以下の通り支払う。
[bookmark: _GoBack]・1来院につき10,000円、実施計画書で規定されている入院及び有害事象の発現により入院が必要となった場合、入退院1回につき20,000円とする。
・上記以外で治験責任医師が治験のため必要な来院と判断された場合は支払い対象とする。
・同意取得日に関しては、同日に治験に係る検査を実施した場合は支払い対象とするが、同意取得のみの場合は支払い対象外とする。
・本試験の避妊必須期間治験期間中において本試験参加を目的として経口避妊薬を服用する場合は、服用している期間に限って1シート（28日分）あたり3,000円を負担軽減費に上乗せして依頼者が負担する。

２．検査・画像診断等の費用
治験依頼者は、以下の費用を支払うものとする。
	期間
	対象

	同意取得日から治験薬投与
開始日前日までの期間
	・実施計画書に定められた検査・画像診断の費用（被験者負担分）

	治験薬投与期間中
（投与開始日から投与終了時）
	・すべての検査・画像診断費用の全額
・治験薬と治験薬の予定している効能・効果と同様の効能・効果を有する併用薬に係る費用の全額
・治験薬の投薬・注射に関わる手技料等の費用の全額

	治験薬投与終了翌日から
追跡調査終了日までの期間
	・実施計画書に定められた検査・画像診断の費用（被験者負担分）


　なお、診療報酬点数1点あたり10円とする。
